
航空従事者の医学適性や航空身体検査の証明について

航空身体検査証明制度

航空身体検査証明制度は、航空機に乗り

組んでその運航の業務に従事する航空従

事者（航空機乗組員）に対し、航空機の運航

の業務を遂行するために必要な心身の状

態を保持しているかどうか、すなわち、航空

医学的な適性があるかどうかを検査し、これ

を保持している者にのみ、航空機の運航に

関する業務を行わせることによって、航空の

安全を図ることを目的とするものです。

航空法

航空法施行規則

航空身体検査マニュアル

（航空局長通達）

その他
（技術部長・課長通達等）

・航空身体検査証明

・有効期間

・業務禁止規定

・罰則

・証明申請

・身体検査基準

・指定医 ・指定機関

・別表第四「身体検査基準」

検査及び判定の方法の

適正かつ統一的な運用

を図るための指針

・証明制度運用/申請書

記入要領

・医薬品取扱指針 等



航空身体検査証明のフロー

申
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航空身体検査指定機関

指
定
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①身体検査の受検

③航空身体検査証明の申請

②身体検査の結果通知

④航空身体検査証明書の交付
（身体検査基準に適合する場合）

国
土
交
通
大
臣

⑤航空身体検査証明申請書
写しの提出

（規則第６１条の４第２項）

（更新の場合は前回記録を添付）
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国土交通大臣による判定のフロー
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①大臣判定申請

⑤大臣判定の結果
通知

③審査の要請

④審査結果の報告

航空身体検査
証明審査会

⑥身体検査基準に適合するとみなされた者に
対しては、航空身体検査証明書を交付

指
定
医

②検査資料の提出

（外部有識者に
より構成。月１
回開催）


